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１ 山梨県内で働く全ての労働者には、下記の最低賃金が適用されます

２ 次の手当等は最低賃金に算入しません

３ 特定の許可を受けた者は、最低賃金の減額特例が認められます

①精皆勤手当、通勤手当、家族手当  ②時間外・休日・深夜手当
③臨時に支払われる賃金  ④１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

精神的・身体的な理由から最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭くする可能性がある労働者、
拘束時間の長い断続的労働の許可を受けた業務に従事する労働者等については、使用者が労
働局長の許可を受けることを条件に、最低賃金の減額の特例許可が個別に認められています。

４ 次の産業については､特定最低賃金が定められています

（お問い合わせ先）

山梨労働局賃金室 甲府市丸の内１－１－１１ （055-225-2854）
甲府労働基準監督署 甲府市下飯田２－５－５１ （055-224-5616）
都留労働基準監督署 都留市四日市場２３－２ （0554-43-2195）
鰍沢労働基準監督署 南巨摩郡富士川町鰍沢１７６０－１

富士川地方合同庁舎５階
（0556-22-3181）

R7.9.29

山 梨 県
最低賃金

時間額

１，０５２円
効力発生日

令和７年

12月１日

山梨県の最低賃金

特 定
最低賃金
(時間額 )

電子部品･デバイス･電子回路､
電気機械器具､
情報通信機械器具製造業

1,047円※2

1,052円

効力発生日改正審議中

令和６年１２月２７日

自動車・同附属品製造業
1,029円※2

1,052円

効力発生日改正審議中

令和７年１月３日

※1 年齢（18歳未満、65歳以上）、技能習得中（雇入れ後6月未満）及び特定の業務（清掃、熟練を要しない業務等）

に主に従事している労働者については、特定最低賃金が適用除外され、山梨県最低賃金が適用される場合があ
ります。

  ※2 山梨県最低賃金である1,052円の効力が発生する前日の令和7年11月30日までは「1,047円」または「1,029円」
が適用になります。なお、各特定最低賃金については、現在、改正に向けた審議が行われています。 

※1
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• 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資す
る計画の作成が必要

• 中小企業が利用可能
• 助成額は、賃金の引上げ額、引上げ労働者数
等によって決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

賃上げ＋設備投資活用のポイント

の支援策

厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

賃金引上げ
事業主の皆さまへ

助成上限額賃上げコース区分

30～130万円30円コース

45～180万円45円コース

60～300万円60円コース

90～600万円90円コース

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。

• 賃金規定等の増額改定に関するキャリアアッ
プ計画の作成が必要

• 中小企業、大企業どちらも利用可能
• 原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃
金規定等を改定する必要あり

• 改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給
制度を新たに規定した場合は助成額を加算

非正規雇用労働者の賃上げ

キャリアアップ助成金 （ 賃 金 規 定 等 改 定 コ ー ス ）　…山梨労働局　職業対策課　０５５－ ２２５－ ２８５８ 

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。 
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。  

活用のポイント

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引上げを実施した場

合、65万円が支給されます。
活用例

助成額
（１人当たり）

非正規雇用労働者の
賃上げ率の区分

４万円(2.6万円)３％以上4％未満の場合

5万円(3.3万円)4％以上5％未満の場合

6.5万円(4.3万円)5％以上6％未満の場合

7万円(4.6万円)6％以上の場合

• 労働時間削減等の取組計画の作成が必要
• 中小企業や中小企業が属する団体が利用可能
• 助成額は、成果目標の達成、賃金の引き上げ
額、賃金を引き上げた労働者数等により決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

労働時間削減等の取組

（賃上げ）＋設備投資等
活用のポイント助成上限額

コース区分 賃上げ
加算

基本
部分

６～
360万円
（※２）

25～
550万円

業種別課題対応コース（※１）

25～
200万円

労働時間短縮・年休促進支援コース

50～
120万円

勤務間インターバル導入コース

働き方改革推進支援助成金

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコン
サルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。

建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を

引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大25～550万円が助成されます。
活用例

（※１）建設業の場合
(※２)労働者数30人以下の場合は倍額を加算
（※３）別途団体向けのコースあり（助成上限額1,000万円）

(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は100人。

• 対象事業所を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金額未満まで」に拡充
• 最低賃金改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要

令和７年９月から制度を拡充！

…山梨労働局　雇用環境・均等室　０５５－ ２２５－ ２８５１ 

…山梨労働局　雇用環境・均等室　０５５－ ２２５－ ２８５１ 

NEWS
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• 雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する
機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下

が必要

• 原則、中小企業、大企業どちらも利用可能(※)

• 助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定
• 対象労働者の賃上げ（５％以上）で、助成額を加算

雇用管理改善の取り組み
（賃上げ加算）活用のポイント

※訓練コース・メニューによって上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります（①～③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。）。 

人材確保等支援助成金 （ 雇 用 管 理 制 度 ・ 雇 用 環 境 整 備 助 成 コ ー ス ）
 
 
 

助成額（※１・２）区分

50万円
（40万円）

①賃金規定制度
②諸手当等制度
③人事評価制度

25万円
（20万円）

④職場活性化制度
⑤健康づくり制度

導入経費の62.5％
（50％）⑥作業負担を軽減する機器等

人材確保のために雇用管理改善につながる制度等（賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、

職場活性化制度、健康づくり制度）の導入や雇用環境の整備（従業員の作業負担を軽減する機器等の
導入）により、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。

複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げ（５％以上）を行った場合、

最大287.5万円が支給されます。
活用例

（ Ｒ ７ ． ９ ）

支援策の詳細はHPをチェック

厚生労働省HP

「賃上げ」支援助成金パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/package_00007.html

(※) 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能
(※１)括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。

（※２）①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万円（80万円）。⑥を導入した場合の上限額は187.5万円（150万円）。

• 職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働
局への提出が必要。計画に沿って訓練を実施し
た後、申請

• 10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象
• 中小企業、大企業どちらも利用可能
• 助成額は、訓練内容、企業規模により決定

職業訓練＋経費助成等
（訓練終了後の賃上げ等加算）

活用のポイント賃上げした場合の助成率・額区分（※）

労働者1人１時間あたり

５００円・1000円①賃金助成額

訓練経費の45％～100％
※制度導入に係る助成の場合は、
2４万円・36万円

②経費助成率

1人１コースあたり

12万円～２５万円③ＯＪＴ実施助成額

人材開発支援助成金

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練
経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

活用例
中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練（※１）（訓練経費10万円）を受講させ、
訓練終了後、訓練受講者の賃上げ（※２）を行った場合、7万円が支給されます。

※１ 人材育成支援コース（人材育成訓練）の場合
※２ ５％以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い３％以上賃金を上昇させた場合

より高い処遇への労働移動等への支援

賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金を支給  

早 期 再 就 職 支 援 等 助 成 金 （ 雇 入 れ 支 援 コ ー ス 、 中 途 採 用 拡 大 コ ー ス ） 

• 雇入れ支援コース：事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇  

入れ、雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。 

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

• 中途採用拡大コース：中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させ

た場合及び中途採用率を一定以上拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ当

該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

• 在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し５％以上増加させた

場合に助成（上限額8,870円／１人１日あたり（１事業主あたり1,000万円））します。

• ハローワーク等を通じ、高年齢者や障害者、就職氷河期世代を含む中高年層など（就職困難者等）を

継続して雇用する事業主に助成（30万円～240万円）

• これら就職困難者等を就労経験のない職種で雇い入れ、①成長分野（デジタル、グリーン）の業務に

従事する労働者の雇入れ、②人材育成（人材開発支援助成金の活用）及び雇入れから3年以内に５％

…山梨労働局　訓練課　０５５－ ２２５－ ２８６１ 

 

…山梨労働局　職業対策課　０５５－ ２２５－ ２８５８ 

…山梨労働局　訓練課　０５５－ ２２５－ ２８６１ 
 

 

 

…山梨労働局　職業対策課 ０５５－ ２２５－ ２８５８ 

…山梨労働局　職業対策課 
   ０５５－ ２２５－ ２８５８ 

助成金によっては申請期限がございますので上記２次元コードからご確認ください。 
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１人 ２～３人 ４～６人 ７人以上 10人以上※

30万円 50万円 70万円 100万円 120万円

60万円 90万円 100万円 120万円 130万円

45万円 70万円 100万円 150万円 180万円

80万円 110万円 140万円 160万円 180万円

60万円 90万円 150万円 230万円 300万円

110万円 160万円 190万円 230万円 300万円

90万円 150万円 270万円 450万円 600万円

170万円 240万円 290万円 450万円 600万円

区  分
（下段は、事業場規模30人未満の事業者のみ対象）

３０円コース

４５円コース

６０円コース

９０円コース

賃金引上げと設備投資をお考えの事業主の皆さま！

概 要

申請書・事業実施計画等を
山梨労働局へ提出 交付決定

事 業 実 施
（設備投資・賃金引上げ）

事業実施
結果報告

支 給

手続の流れ
審査

審査

賃金を引き上げる労働者数・助成上限額

助成率

※ 物価高騰等要件：原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等
の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１か月における売
上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同月に比べ３％ポイ
ント以上低下している事業者をいいます。

□ 賃金引上げ計画を策定し、一定額
以上引き上げること

★拡充
令和７年９月５日から令和７年11月
30日までに賃金引上げを実施し、
賃上げ結果を提出すれば、賃金引上げ
計画の提出は不要※となりました。

※ 同期間以外の賃金引上げは、一切本措置の
対象となりませんので、ご注意ください。

□ 引上げ後の賃金額を支払うこと

□ 生産性向上に役立つ機器・設備など
を導入して業務改善を行い、その費
用を支払うこと

対象になる事業場

支給要件

□ 中小企業・小規模事業者であること

□ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
差額が50円以内であること。

★拡充
事業場内最低賃金が1,052円未満の
事業者が、令和７年９月５日から
令和７年11月30日までに賃金を引き
上げる場合、助成金の対象となります。

□ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事
由がないこと

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き
上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設
備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
＊同一事業場の申請は年１回まで

【設備投資等】機器・設備などの導入、経営コンサルティングなど

物価高騰等要件※ に該当する場合、助成対象経費の拡充が受けられます。
パソコン、スマホ、タブレットの新規購入及び乗車定員７人以上または
車両本体価格200万円以下の自動車等も助成対象として認められます。

＜賃金引上げに向けた無料相談窓口＞
山梨働き方改革推進支援センター
甲府市酒折1-1-11 日星ビル４階

0120-755-099

＜申請先＞
山梨労働局雇用環境・均等室
甲府市丸の内1-1-11

055-225-2851

＜お問い合わせ先＞
業務改善助成金
コールセンター

0120-366-440

※ 10人以上の上限額区分は、事業場内最低賃金が1,000円未満または物価高騰等要件に
該当する事業者が選択できます。

４／５１,０００円未満

３／４１,０００円以上

山梨県内での活用事例

 

詳しくはこちら

【建設業】フォークリフトの導入

資材の運搬積み下ろし作業を既存の
フォークリフトと手作業で実施

導入前

➚ 作業時間を大幅に短縮
➚ 手作業の積み下ろし作業を軽減

導入後

【飲食業】セルフオーダーシステムの導入

ホールスタッフが注文をとっていた導入前

➚ 注文から料理提供までのスピードが
速くなり、顧客回転率がアップ

➚ オーダーミスが減った
導入後

ご確認ください！

令和７年度「業務改善助成金」のご案内

KMJLK
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中小企業、小規模事業者等の皆さまへ

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃
金）を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等
に対し、その費用の一部を助成する制度です。

業務改善助成金を活用した山梨県内事業場

の設備投資等の具体例

交付決定事業場 １１１件 ≪令和６年度実績≫

フォークリフトを
追加購入し、２台
で荷上げ作業を
行うことで、トラッ
クへの積込み業
務の効率化を図
ることができた。

これまで、トラックへの荷上
げ作業を１台のフォークリフト
のみで実施しており、トラック
への積込みに時間を要してい
た。

・事業場労働者数 ２７名

・事業場内最低賃金

の賃上げ額 ４５円

・設備投資等２８２万円
の額

・業務改善助成金

の支給額 １８０万円

【建設業】

【飲食業】

お客様からの注文受付やお会
計を手作業で行っているためミ
スが生じ、注文業務全体が非
効率となっていた。

ＰＯＳレジシステ
ムの導入により注
文から会計までの
データが一元管理
され、労働生産性
の向上等をはかる
ことができた。

・事業場労働者数５名

・事業場内最低賃金

の賃上げ額 ９０円

・設備投資等３６０万円
の額

・業務改善助成金

の支給額 ２７０万円

社内共有サーバーへ社外
ネットワークからアクセスで
きず、外出時に必要になっ
た場合、会社にいる人間が
メールで送信する手段しか
なく効率が悪い。

社外からアクセ
スできるようにな
り作業効率が向
上した。資料を送
付する作業がな
くなり労働能率も
改善された。

・事業場内最低賃金

の賃上げ額 ４５円

・設備投資等 ２１０万円
の額
・業務改善助成金

の支給額 １５０万円

【食品製造業】

一度に運搬でき
る積載量が増え、
納品にかかる時間
が削減された。主
業務の時間を確保
でき生産性が向上
した。

【製造業】

普通軽自動車と貨物
軽自動車を所有している
が、納品のために毎日
複数回往復している。

・事業場労働者数８名

・事業場内最低賃金
の賃上げ額 ４５円

・設備投資等 １４２万円
の額

・業務改善助成金
の支給額 １１４万円

ＰＯＳレジシステムの導入

トラックへの荷上げ作業用フォークリフトの購入

社内ネットワークの改修

貨物軽自動車の導入

・事業場労働者数５１名

KMJLK
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申請方法など詳細については、以下の機関あてお気軽にご相談ください。

【問合先】業務改善助成金コールセンター
電話番号：０１２０－３６６－４４０（受付時間９：００～１７：００）

これまでの車いすは、重
く小回りが利かず不便が
生じていた。利用者個人
が自宅から車いすを持参
しており運搬と送迎に時間
がかかっていた。

新型の車いすを8
台購入したことに
より、利用者が車
いすを持ってくる必
要がなくなり、大幅
な作業改善となっ
た。

・事業場労働者数４４名

・事業場内最低賃金
の賃上げ額 ４５円

・設備投資等８１万円
の額
・業務改善助成金

の支給額 ６４万円

【社会福祉・介護業】

熟練した技術をもつ
職人だけで刻印業務
を行っており、対応出
来ないものは外注にて
対応していた。

機械化することで
刻印業務を熟練し
た職人以外も実施
できるようになり生
産性が向上した。

・事業場労働者数７名

・事業場内最低賃金
の賃上げ額 ３０円

・設備投資等 ９６万円
の額

・業務改善助成金

の支給額 ７２万円

【宝飾製造業】

予約を手書きで受け、
手入力で管理していた
ため管理が煩雑となり
入力ミスも発生していた。

・事業場労働者数１２名

・事業場内最低賃金
の賃上げ額 ４５円

・設備投資等１７４万円
の額
・業務改善助成金

の支給額 １３０万円

【観光業】
予約状況や顧
客データを自動
収集できるよう
になり、サービ
ス向上に向けた
分析ができるよ
うになった。

顧客管理システムの導入

これまでは、椅子のサイ
ズが大きく、施術中に何度
もクロスの手直しが必要で
あった。足のステップがパ
イプになっているため乗り
降りに手助けが必要となっ
ていた。

カット用の椅子を
導入し施術中の手
直しが不要となった。
また、椅子への乗り
降りの際に手助け
が不要となった。

・事業場労働者数１名

・事業場内最低賃金
の賃上げ額 ６０円

・設備投資等１０９万円
の額

・業務改善助成金

の支給額 ７６万円

【美容業】 カット用椅子の導入

⇨各事業場における申請案件のうち、代表的な設備投資等のみを記載しています。
なお、右記記載の金額については、記載した事例だけではなく、申請案件中の全ての設備投資等を反映した額となります。

新型車椅子の購入

多目的彫刻機

詳細はこちら
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事業主の皆さまへ

キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度7月)

｢キャリアアップ助成金｣は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」といいます。）といった、非正規雇用

労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

助 成 内 容

正

社

員

化

支

援

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化(※)

した場合（１人当たり）

※ 正規雇用労働者等へ転換または派遣労働
者を正規雇用労働者等として直接雇用す
ること。

正規雇用労働者には「多様な正社員（勤務
地限定・職務限定・短時間正社員）」を含み
ます。

※ 新規学卒者で雇入れ日から起算して雇用
期間が１年未満の者については支給対象
外となります。

重点支援対
象者 ★

左記以外
重点支援対
象者 ★

左記以外

①有期 → 正規 80万円 40万円 60万円 30万円

②無期 → 正規 40万円 20万円 30万円 15万円

★ 以下a～cのいずれかに該当する者
a.雇入れから3年以上の有期雇用労働者
ｂ.雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

ｃ.派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者
※ 正社員転換等制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算

１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）
※ 多様な正社員制度(注)を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に

加算（注：勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか１つ以上）
１事業所当たり40万円（大企業の場合、30万円）

障害者正社員化
コース

障害のある有期雇用労働者等を正

規雇用労働者等に転換した場合

（１人当たり）

※ 正規雇用労働者には「多様な正社員（勤務
地限定・職務限定・短時間正社員）」を含み
ます。

① 重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者の場合

有期 → 正規 120万円 90万円

有期 → 無期 60万円 45万円

無期 → 正規 60万円 45万円

② 重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者以外の場合

有期 → 正規 90万円 67.5万円

有期 → 無期 45万円 33万円

無期 → 正規 45万円 33万円

※ 助成額が支給対象期間における対象労働者に対する賃金の額を超える場合には、当該
賃金の総額を上限額として支給します。

処

遇

改

善

支

援

賃金規定等改定
コース

有期雇用労働者等の基本給の賃金

規定等を３％以上増額改定し、そ

の規定を適用させた場合

（1人当たり）

3％以上4％未満 4万円 2.6万円

4％以上5％未満 5万円 3.3万円

5％以上6％未満 6.5万円 4.3万円

6％以上 ７万円 4.6万円

※ 「職務評価」の手法の活用により増額改定を実施した場合に加算
１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

※  有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合に加算
１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

賃金規定等
共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者と
の共通の賃金規定等を新たに規定・適
用した場合

１事業所当たり 60万円 45万円

賞与・退職金
制度導入コース

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職
金制度を導入し、支給または積立を実
施した場合

１事業所当たり 40万円 30万円

※ 同時に導入した場合に加算 16.8万円（大企業の場合、12.6万円）

社会保険適用時
処遇改善コース

短時間労働者に以下のいずれかの取組
を行った場合（１人当たり）

①新たに社会保険の被保険者となった
際に、手当支給・賃上げ・労働時間延長を
行った場合

②労働時間を延長して新たに社会保険
の被保険者とした場合

手当等支給
メニュー 50万円 37.5万円

併用メニュー 50万円 37.5万円

労働時間延長
メニュー 30万円 22.5万円

短時間労働者労
働時間延長支援

コース

（１年目の取組）

短時間労働者に右の①～④のいずれ
かの取組を行った場合（１人当たり）

（２年目の取組）

１年目の取組後、短時間労働者に右の
①②のいずれかの取組を行った場合

（１人当たり）

1
年
目

労働時間の延長 賃金の増加 小規模企業 中小企業 大企業

①5時間以上 ー

50万円 40万円 30万円

②4時間以上
5時間未満 ５％以上

③3時間以上
4時間未満 10％以上

④2時間以上
3時間未満 15％以上

2
年
目

①労働時間をさら
に２時間以上延長 ー

25万円 20万円 15万円
ー

②基本給をさらに５％以上増
加または昇給、賞与もしく
は退職金制度の適用

中小企業の助成額

NEＷ

大企業の助成額

LL070701 No.15

お問合せ先　山梨労働局職業安定部職業対策課　055-225-2858 
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キャリアアップ助成金
（社会保険適用時処遇改善コース）
山梨県内の活用事例について

キャリアアップ助成金とは
有期労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内での
キャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善（賃金引き上げ、社会保険等加入等）の
取組を実施した事業主に対して助成する制度です。労働者の意欲や能力を向上させ、事業の生
産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。

【令和６年度山梨労働局の実績】（３月末時点）
・正社員化コース
支給決定件数 293件 支給決定人数 393人

・社会保険適用時処遇改善コース
計画届受理件数 124件 対象人数 476人

詳細はこちら
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キャリアアップ助成金（正社員化コース）
山梨県内の活用事例について

お問合せ先 山梨労働局 職業対策課 ℡055-225-2858

KMJLK
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業務として労働
時間内に訓練を受
けさせたい

人材育成支援コース

人への投資促進コース

事業展開/企業内のDX化･GX化 など

事業展開等リスキリング支援コース

①企業において事業展開を行うにあたり、
新たな分野で必要となる
専門的な知識及び技能の習得をさせるた

めの訓練
②事業展開は行わないが企業内のDX化や
GX化を進めるにあたり、
関連する業務に従事させる上で必要とな

る専門的な知識及び技能
を習得させるための訓練

賃金助成あり

経費助成率
最大75％

休日等に労働者
が自発的に
訓練を受講するの
を応援したい

人への投資促進コース

教育訓練休暇等付与コース

高度デジタル人材育成訓練/
成長分野等人材訓練

高度デジタル人材育成のための
訓練や大学院での訓練

※パンフレット P8～P10

情報技術分野認定実習併用
職業訓練

OFFｰJTとOJTを効果的に組み
合わせた訓練として
大臣認定を受けたIT分野未経
験者に対する訓練

※パンフレット P11～P17

定額制訓練

多様な訓練の選択･実施を可能
とする
サブスクリプション型の研修
サービスによる訓練

※パンフレット P18～P21

経費助成率 最大75％
賃金助成あり

経費助成率最大60％
賃金助成

OJT実施助成あり

経費助成率
最大60％

自発的職業能力開発訓練

労働者が自発的に受講した訓
練費用を負担する事業主
への助成

※パンフレット P22～P23

経費助成率
45％

長期教育訓練休暇等制度

働きながら訓練を受講するた
めの長期休暇制度や
短時間勤務等制度を導入する
事業主への助成

※パンフレット P24～P27

賃金助成１時間あたり1000円
(合計30日以上の長期教育訓練休
暇付与の場合)

制度導入経費
20万円

３年間に５日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇
制度を導入し、実際に適用した事業主への助成

お問い合わせ先:
山梨労働局職業安定部 訓練課
055-225-2861

特定訓練コース・一般訓練コース
特別育成訓練コースを統合

経費負担

デジタル/成長分野

IT分野
未経験

1日数時間
なら社内でe
ラーニング
訓練を受け
させること
ができる

従業員の人材育成、スキルアップに人材開発支援助成金をご活用ください

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させる
ための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

人材開発支援助成金について 山梨労働局 訓練課

休暇等

詳細はこちら

人への投資促進コース
パンフレットはこちら
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人材開発支援助成金 山梨県内の活用事例について

人材開発支援助成金とは
従業員の職業能力の向上を支援するための助成金です。事業主が労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を
させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

【令和６年度山梨労働局の実績】
支給決定件数 170件

事業展開等リスキリング支援コース：事業展開

助成金を活用するに至った背景事情

会社の成長・競争力向上のために新規事業を立ち上げたいと考えているが、人材

が足りない。エンジニアの採用競争率が激化する中、社員が未経験分野のスキル

を取得し、技術の幅を広げるため。

会 社 概 要

中小企業（情報通信業）

従業員数：80名

事業内容：コンピュータソフトの開発及び販売等 事業展開の内容
異なる２つの分野のオリジナルプロダクトを統合し、新たなデータ分析基盤を構築。
新たなデータ活用の価値を生む新製品として展開する。

プロジェクトマネージャ試験対策講座受講料等

教育訓練の内容
教育訓練機関：外部教育訓練機関

受講コース：C#初級開発技術者育成

訓練時間：35時間

訓練内容：C#によるデータ構造と

アルゴリズム

C#によるオブジェクト

指向プログラミング

事業展開等リスキリング支援コース
事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる訓練を実施した場合
に、助成が受けられる訓練メニューです。

助成金のコース

助成金の額（１人あたり）
助成金の対象となる経費、賃金助成 ＜OFF-JT＞

１ 経費助成：247,500円
（受講料等×75％）

２ 賃金助成：35,000円（35h✕1000円）

支給総額 282,500円

支給額

助 成 率・額
＜OFF-JT＞
経費助成 75％(60％) 
賃金助成 1000円(500円)/h

1 C#初級開発技術者育成：
330,000円

2 訓練時間に対する賃金助成
（中小企業：1000円/h）

未経験者が基本的なデータ構造やオブジェクト指向を
一から学び、現場でプロジェクトに携わるうえで必要
な基礎を身に付け、スムーズにプロジェクトに入るこ
とができた。

訓練の効果
今回の訓練受講者も新事業構築メンバーの一員として、
オリジナルプロダクトのアップデートを進めており、
新サービス提供を目指す。

今後の展開

人への投資促進コース：定額制訓練

助成金を活用するに至った背景事情

今までは、個々の従業員にあった訓練をそれぞれ実施していたが、訓練費用の削減の

ためにサブスクリプション型の訓練を実施することにした。

会 社 概 要

中小企業

（社会保険･社会福祉･介護事業）

従業員数：80名

事業内容：高齢者施設運営
人材育成上の課題

個々の従業員にあった訓練を探す手間や、複数契約するため訓練費用が高額であり、

訓練の機会を減らさざるを得ない状態となった。(導入をためらった)

プロジェクトマネージャ試験対策講座受講料等

教育訓練の内容
教育訓練機関：外部教育訓練機関
受講コース：介護･看護･医療系研修受け放題講座
訓練目標

介護の現場における基礎知識から実技まで対
応したｅラーニング訓練

受講料等
基本料金 20アカウント 108,000円
＋追加オプション 30アカウント 72,000円
50名分まで 年間総額180,000円

人への投資促進コース(定額制訓練）

労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」
（サブスクリプション型の研修サービス）を利用した場合に、助
成が受けられる訓練メニューです。

助成金のコース

助 成 率・額 ※（ ）内は中小企業以外

＜OFF-JT＞
経費助成 60％ (45％)

助成金の額
助成金の対象となる経費

介護･看護･医療系研修受け放題講座

180,000円

＜OFF-JT＞

経費助成：180,000円

受講料等×60％ (45%)

支給総額 108,000円
(81,000円)

支給額

１つの契約で幅広いテーマを学ぶことができた。ｅ
ラーニングでの研修のため、すきま時間に訓練を行う
ことができ、訓練のためのまとまった時間を確保する
必要がなくなった。

訓練の効果
介護に特化した訓練だけでなく、業務を行う上で必要
となるＰＣスキル、ＩＴスキルなどが習得できる定額
制訓練も取り入れることとした。

今後の展開

お問合せ先 山梨労働局職業安定部 訓練課 055－225-2861

KMJLK
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賃上げに取り組む経営者の皆様へ

【大・中堅企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%を税額控除※１

【中小企業】 全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※１

～政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援します～

本紙内容は令和５年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。
詳細については、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和６年５月頃を目途にHP（右記QRコード）に公表します。

・適用対象：青色申告書を提出する全企業又は個人事業主※４

・適用対象：青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業又は個人事業主※５

(その企業及びその企業との間にその企業による支配関係がある企業の従業員数の合計が１万人を超えるものを除く。)

全
企
業
向
け

継続雇用者の
給与等支給額（前年度比）

税額控除率※ 1

＋３％ １０％

＋４％ １５％

＋５％（新設） ２０％

＋７％（新設） ２５％

＜適用期間：令和６年４月１日から令和９年３月31日までの間に開始する各事業年度＞
 （個人事業主は、令和７年から令和９年までの各年が対象）

前年度比＋１０％

⇒ 税額控除率を

５%上乗せ

プラチナくるみん
ｏｒ

プラチナえるぼし

⇒ 税額控除率を５%上乗せ

中
堅
企
業
向
け (

新
設)

継続雇用者の
給与等支給額（前年度比）

税額控除率※ 1

＋３％ １０％

＋４％ ２５％

前年度比＋１０％

⇒ 税額控除率を

５%上乗せ

プラチナくるみん
ｏｒ

えるぼし三段階目以上

⇒ 税額控除率を５%上乗せ

中
小
企
業
向
け

・適用対象：青色申告書を提出する中小企業者等（資本金１億円以下の法人、農業協同組合等）又は

従業員数1,000人以下の個人事業主

全雇用者の
給与等支給額（前年度比）

税額控除率※ 1

＋１．５％ １５％

＋２．５％ ３０％

前年度比＋５％

⇒ 税額控除率を

１０%上乗せ

くるみん以上
ｏｒ

えるぼし二段階目以上

⇒ 税額控除率を５%上乗せ

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能※ ６（新設）
中小企業は、要件を満たせば、大・中堅企業向けの制度を活用することが可能

大企業向け
中堅企業向け
はこちら

中小企業向け
はこちら

賃上げ促進税制を強化！

必須要件（賃上げ要件）
上乗せ要件①
教育訓練費※ ２

上乗せ要件②（新設）
子育てとの両立・女性活躍支援※ ３

※１ 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額
は法人税額等の20％。

※２ 教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05％以上である場合に
限り、適用可能。

※３ プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定及びプラチナえるぼし認定については、適用事業年度終了の日において認定を取得
している場合、くるみん認定、くるみんプラス認定及びえるぼし認定（二段階目～三段階目）については、適用事業年度中に認定を取得
した場合が対象。ただし、くるみん認定及びくるみんプラス認定については、令和４年４月１日以降の基準を満たしたくるみん認定を取
得した場合に限り、適用可能。（詳細については、今後HP（右下QRコード）に掲載予定。）

※４ 「資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上」若しくは「従業員数2,000人超」のいずれかに当てはまる企業又は従業員数2,000人超の個
人は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要。それ以外の企業及び個人事業主は不要。

※５ 資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要。
※６ 未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した年度の申告で、「給与等の支給額が増加した場合の

法人税額の特別控除に関する明細書」の提出が必要。また、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給
与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能。

中小企業
も活用可能！

中小企業
も活用可能！
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中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額
の５年間の繰越しが可能となりました。

・給与等支給額
国内雇用者（法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をい

います。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は
含まれません。）に対する給与等（俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与（所得税法第28条第1項に規定する給与所
得）をいいます。退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。）の支給額をいいます。ただし、給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。

・継続雇用者の給与等支給額 【大企業向け・中堅企業向け】
継続雇用者（前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者であって、前事業年度及び適用年度の全ての期間において

雇用保険の一般被保険者であり、かつ前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象と
なっていない者を指します。）に対する給与等支給額をいいます。

・教育訓練費
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育

訓練等を自ら行う場合の費用（外部講師謝金等、外部施設使用料等）、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用（研修委託費等）、他の
者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用（外部研修参加費等）などをいいます。

・子育てとの両立・女性活躍支援
プラチナくるみん認定・くるみん認定、プラチナえるぼし認定・えるぼし認定の取得方法や概要については、厚生労働省HPを御確認ください。

・中小企業者等 【中小企業向け】
青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものを指します。

（１）以下のいずれかに該当する法人
（ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は本税制適用の対象外）
①資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

ただし、以下の法人は対象外
• 同一の大規模法人（資本金の額若しくは出資金の額が１億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が

1,000人超の法人又は大法人（資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等）との間に当該大法人による完全支配関係がある法人
等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。）から２分の１以上の出資を受ける法人

• ２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人
②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

（２）協同組合等（中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等※）
※協同組合等に含まれる組合は、農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、

内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産
加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会です。

本紙内容は令和５年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。
詳細については、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和６年５月頃を目途にHP（表面QRコード）に公表します。

繰越控除措置のイメージ

用語の説明

未控除額
１５０

法人税
控除上限額

３００

繰越控除額
３００

税額控除額450を
翌年度以降に繰越し※

・未控除額450のうち、控除上限額
までの300をX+3年度で控除

・控除上限額を超過する150を翌年
度以降に繰越し※

X年度
（赤字）

X＋１年度
X＋２年度
（赤字）

X＋３年度
（黒字）

X＋４年度
X＋５年度
（黒字）

繰越し

繰越し

未控除額
４５０

法人税額

０

法人税額

０

法人税額

1,500
⇒控除上限額＝300

(法人税額の20％)

税額控除
なし

賃上げ額

1,500（前年度から
2.5％以上増加）

⇒税額控除額＝450
(賃上げ額の30％)

繰越控除額
１５０

プラチナくるみん認定
くるみん認定
はこちら

プラチナえるぼし認定
えるぼし認定
はこちら

※未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した年度の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の
特別控除に関する明細書」を提出する必要があります。
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